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日本脳炎ワクチンの接種勧奨はがき誤送付の発生について 

 

１． 発生日時 

令和 6 年（2024 年）6 月 17 日（月）16 時 15 分 

 

２． 発生場所 

 健康医療部健康危機対策課（豊中市中桜塚 4-11-1 豊中市保健所内） 

 

３． 内容 

日本脳炎ワクチン定期接種対象者への接種勧奨はがきの個別通知に際して、

今年度 18 歳になる特例接種の対象者について、対象者の抽出条件を誤って

設定したことにより、特例接種を必要としない第２期（４回目）接種歴のあ

る市民 1,029 人にも勧奨はがきを誤送付したもの。 

 

・6 月 13 日（木） 

 日本脳炎ワクチン定期接種勧奨のはがきを対象者へ送付 

・６月 17 日（月） 

 16 時 15 分頃、市民から「既に第２期（４回目）を接種しているのに勧奨

はがきが届いた」と電話連絡があり、送付対象者を確認したところ、抽出

条件設定に誤りがあり、第 2 期を接種している 1,029 人への誤送付が判明

した。 

なお、抽出条件設定の誤りであるため、予防接種記録の誤りや個人情報流

出などはない。 

 

４． 今後の対応 

・誤って送付した 1,029 人へ、個別にお詫び文書を 6 月 19 日に送付し、接種

しないよう注意喚起をおこなう。 

 ※今回誤送付した勧奨はがきにも、母子健康手帳で接種歴を確認した上で 



医療療機関予約を行うことを記載している。 

・定期予防接種取扱医療機関に本件事案の報告、接種前に母子健康手帳で接種

記録の確認の徹底を通知（6 月 18 日通知済） 

※定期予防接種取扱医療機関には、契約時や年度ごとに、誤接種予防のため、

接種前に母子健康手帳にて接種記録の確認を徹底するよう周知している。 

・今後の再発防止策として、予防接種事業に係る業務手順を改めて見直すとと

もに、個別通知の際に対象者の抽出条件等の作業を複数人で確認することを

徹底する等、確認体制を強化する。 

 

 

 【問合せ】 

 健康医療部健康危機対策課 

担当：大川、藤堂 

 TEL：06‐6152‐7310 

 E-Mail：kenkoukiki@city.toyonaka.osaka.jp 


